次世代育成支援対策推進法に基づく
さがえ西村山農業協同組合　行動計画　(第３回)

　
　すべての職員がその能力を充分に発揮し、安心して働き続けることができる雇用環境の整備を図り、仕事と子育てを両立させることができる具体的な取組みを進めるため、また併せて、協同組合活動を通じて地域社会へ貢献するため、以下のような行動計画を策定する。
１．計画期間　　　　平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間
２．内　　容

1)子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備（主に育児をしている労働者を対象とする取組みに関する事項）
目標　1
　　介護休業規程や育児休業に関する規程の周知徹底をはかる。
　＜対策＞
　 　　平成22年7月　　　　 　　　LAN及び社内報による全職員への制度周知・啓発。



　　　　勤務時間の短縮等の状況把握と課題の洗い出し検討。

 　   平成22年10月　　　　　　　全体会議において再度周知徹底を行う。
	目標　２
　　ノー残業デーを定着させ、所定外労働時間の削減に努める。




＜対策＞
　 　　平成22年4月　　　　 　　 所定外労働時間の中身の検証
 　  　平成22年9月　　　　 　 　管理職による業務内容の見直しを検討
 　  　平成23年4月以降　　　　実施状況の把握と課題の洗い出し、対策の検討
 2）その他の次世代育成支援対策（対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境の整
     備以外の取組みに関する事項）
目標　３
　若年層のＵターン（Ｊターン・Ｉターン含む）等による新規就農者、または家庭菜園栽培者に対する支援。
（本組合が主催する営農講座への参加による技術および経営指導の実施・担当部署との連携）。
　 ＜対策＞
　　平成22年4月以降①関係部署との調整並びに受講生募集、マスコミへのＰＲ実施。
 ② 組合員・地域利用者向けの広報誌による周知と募集。

           ③ 営農講座への加入推進～支援実施。
